
 

鶴見区社会福祉協議会  一般競争入札  

「ビジネスフォン更改ならびにセキュリティ強化（UMT）における物品購入及び設置工事」 

実施要領 

         

１ 入札内容   一般競争入札「ビジネスフォン更改における物品購入及び設置工事」            

２ 入札参加資格  

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 11 第１項において

準用する同令第 167 条の４の規定に該当しない者。 

（２）個人情報のある事務所内での作業のため、応札業者は P マーク又は ISMS を取

得しておる事を前提とする。  

（３）過去に市･区社会福祉協議会と契約･物品納入実績がある者  

（４）大阪府の競争入札参加者名簿に登録されている者  

（５）大阪市暴力団等排除措置網第 3 条に定める入札等排除措置をうけていないこと

及び要網別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

（６）国及びその機関並びに大阪府、大阪市、本会において入札停止処分を受けて 2

年間を経過する者  

（参考）大阪市契約規則、大阪市暴力団等排除措置要網  

（7）その他入札参加に不適当と認められる者でないこと。  

      

３ 仕様書   別紙仕様書のとおり  

         

４ 入札期間   令和４年１２月１９日（月）に公示。HP に掲載。 

        ・入札参加申請書提出締切  

         令和４年１２月２６日（月）午後５時まで 

         →参加申請事業者には「入札指名通知書兼入札書」「委任状」「入札

にあたっての注意事項」「辞退届」をメールにて送付する。 

        ・仕様書記載物品の同等品確認質問 

→提出期限 令和５年１月６日（金）まで 

→回答期限 令和５年１月１２日（木）まで 

        ・入札日（開札日）               

         令和５年１月２０日（金）午後２時 

                 →入札書は１月１９日（木）正午までに郵送または持参により提出す

る。 

        ・工事終了日  

         →令和５年２月２５日（土）午後５時まで 

５ 応札方法    

（１）入札参加申込  

     入札参加申請書を令和４年１２月２６日（月）午後５時までに本会へ持参、 

郵送にて提出。            

  （２）入札書の提出について  



 

 入札参加者は➀入札指名通知書兼入札書 ➁見積書 ➂委任状を封筒に  

入れ、封をし、令和５年１月１９日（木）正午までに郵送または持参して 

ください。  

     ➀入札指名通知書兼入札書  

税込み金額（消費税および地方消費税）を記入してください。 

➁次の項目 A～D の内容を満たしている見積書を同封してください。 

     A 住所又は事務所所在地、商号又は名称、氏名又は代表者氏名を記載し、 

      社印を押印しているもの 

B 仕様書に記載している電話機の種別ごとの単価・合計額、電話台の単価・合

計額、工事費等なるべく詳細がわかるように記載してください。消費税およ

び地方消費税額を含んだ合計金額を記載してください。  

C 用紙の大きさは A4 サイズ程度  

     D 記載様式は指定なし 

➂代理人が入札を行う場合には入札書とともに委任状を提出してください。 

（３）辞退届の提出について  

「入札申請書」提出後、入札を希望しない場合には、「辞退届」を令和４年１月

１９日（木）正午までに郵送または持参にて提出してください。なお、入札を

辞退したことを理由として、不利益な取り扱いを受けるものではありません。  

 （４）開札について  

     ➀日時 令和５年１月２０日（金）午後２時 

     ➁場所 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会  

鶴見区在宅サービスセンター  会議室  

         所在地 大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１２号  

６ 決定方法    

入札日（開札日）令和５年１月２０日（金）午後２時 

入札書を開封し、予定価格以下で入札金額が最も低い業者で有効な入札を行った 

ものを落札業者とします。最低価格が複数の場合は、当該者のみで再度、応札を 

実施します。応札方法は当該者のみに通知します。 

開札には必ず立ち会う必要はありません。欠席された方には、入札結果を令和５ 

年１月２５日（水）までに連絡します。  

 

７ その他事項 

  （１）入札申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 

  （２）入札後、落札までに、参加者（参加申請者が共同企業体の場合はその構成 

員を含む）が、大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受 

けた時は、参加資格を有しないものがした入札とみなし無効とする。 

  （３）落札後、契約締結までに、落札者が大阪市暴力団等排除要綱に基づく入札等除

外措置を受けた時は、契約の締結を行わないものとする。 

  （４）契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除要綱に 

基づく入札等除外措置を受けた時は契約の解除を行う場合がある。  



 

（５）この一般競争入札を行う場合に遵守すべき事項は、「入札指名通知書兼入札指名通知

事項」「入札にあたっての注意事項」によります。 

（６）保証人は不要とする。  

（７）すべての書類提出先  

提出先 社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会  

所在地 大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１２号 

電 話 ０６－６９１３－７０７０ 

担 当 地域支援担当  松本 山本  寺本 

 

 


